
白塚町、栗真中山町、栗真町屋町、一身田

平野、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、

栄町四丁目、桜橋一丁目、桜橋二丁目、桜

橋三丁目、島崎町、上浜町一丁目、上浜町

二丁目、上浜町三丁目、上浜町四丁目、上

浜町五丁目、江戸橋一丁目、江戸橋二丁目、

江戸橋三丁目、大門、中央、新東町、相生町、

中河原、住吉町、末広町、高洲町、乙部、寿町、

港町、海岸町、なぎさまち、南丸之内、丸之内、

東丸之内、修成町、岩田、本町、南中央、幸町、

下弁財町津興、船頭町津興、船頭町津、柳

山津興、阿漕町津興、三重町津興、津興、藤

枝町、藤方、高茶屋小森町、高茶屋小森上

野町、雲出本郷町、雲出長常町、雲出伊倉

津町
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～津波から命を守るために～～津波から命を守るために～

津波避難ビル候補施設の募集津波避難ビル候補施設の募集
　近い将来、東海、東南海・南海地震の発生が懸念され
ています。津市においても、地震の揺れによる被害のほ
か、沿岸地域では津波による被害が予測されています。
　このことから、津波による浸水が予測されている地域
を対象に、津波から緊急的に身を守るため、一時的に避
難する建物として、津波避難ビルの候補施設を募集し
ています。

地域名

津地域

河芸地域

香良洲地域 香良洲町

河芸町中別保、河芸町一色、河芸町影重、

河芸町上野、河芸町東千里

対象町丁・字名

問い合わせ
　危機管理課　　229－3281　　223－6247

《表示イメージ》

津波避難ビルの要件　　

　原則として、次の条件にいずれも該当する建物

　3階以上の鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋

　コンクリート造である

　　ただし、津波による浸水が低いと予測されて

　いる地域では、建物の形状等により、鉄骨造お

　よび2階建ての建物も可能 

　新耐震基準（昭和56年6月1日以降の建築基準

　法における耐震基準）を満たしている 

　3階以上（2階屋上を含む）の階に一時避難が可

　能な場所がある

　海岸に直接面していない 

　緊急時に地域住民の一時避難が可能である

募集対象地域
　三重県作成の「津波浸水予測図（防潮施設等が

機能しない場合）」において津波による浸水が予

測されている主な対象地域

応募方法
　津波避難ビルの協力に係る申出書に必要事項

を記入のうえ、危機管理課へ直接提出していただ

くか、または〒514－8611（住所不要）危機管理課

まで郵送してください。

津波避難ビルの指定
　地域の状況や現地確認の状況などを踏まえ指

定します。なお、津波避難ビルとして指定した後

は津市ホームページなどで公表します。

津波避難ビルの表示
　津波避難ビルとして指定した建物には、市が準

備する次の表示を建物入口に掲示していただき

ます。

　広報津5月1日号で募集した
補助金の対象者要件などを一部
改正しました。
申し込み　防災室または各総合
　支所地域振興課へ

■木造住宅耐震補強事業補助金
　の対象者を拡充
�木造住宅耐震補強事業補助金
の対象者要件のうち「所得制限」
や「年齢制限｣｢障がいのある人
と同居」のいずれかに該当するこ
ととしていた要件をなくしました。
�今後は、津市に住民登録があり、
現に住まいとして利用している
右表の対象住宅の所有者であれ
ば、補助金を受けることができ
ます。

■耐震シェルター設置事業補助
　金の対象者と金額を拡充
　耐震シェルター設置事業補助
金の対象者要件のうち「所得制限」
をなくしました。また、「障がい
のある人」の範囲を「身体障害
者手帳の区分が1～3級｣｢精神
障害者保健福祉手帳の区分が1
級｣｢要介護認定の区分が3～5｣｢療
育手帳の区分がＡ｣のいずれか

に該当する人に拡充しました。
�今後は津市に住民登録があり、
上表の対象住宅に居住している
人で｢世帯全員の年齢が65歳以
上」もしくは「障がいのある人と
同居」のいずれかの要件を満た
していれば、補助金を受けるこ

とができます｡
�さらに、補助金額については、
県産材使用の県がモデル開発し
た三重県型「耐震シェルター｣に
限っては、設置費用の2/3(最高
40万円)まで補助することとな
りました。

改正後 改正前

範囲を拡充

い
ず
れ
か

い
ず
れ
か

い
ず
れ
か

　地震や風水害などの災害で被災した場合に、
災害発生日以後に納期限となる市税が減免さ
れる制度があります。減免を受ける場合は、納
期限の7日前までに「減免申請書」と「り災証明
書」を提出してください。
■市・県民税
対　象
・災害により、本人（同居の親族を含む）が所
　有する家屋または家財に損害が生じた場合
・災害により死亡した場合など
内　容　被災の程度に応じた割合で減免

■固定資産税・都市計画税
対　象
・被災により面積の2割以上が地形を変じた土
　地
・全壊、半壊または床上浸水による損害金額（保
　険金、損害賠償金などにより補てんされた金
　額を除く）が、価格の2割以上であると認めら
　れる家屋と償却資産
内　容　被災の程度に応じた割合で減免

問い合わせ
市民税課　　229－3130　資産税課　　229－3132
いずれも　　229－3331

耐震事業補助金の対象者要件など一部を改正

市内に住民登録がある

対象住宅を所有している

世帯全員の年齢が60歳以上

世帯全員の年齢が65歳以上

障がいのある人と同居している

昭和56年以前の木造住宅

2階建て以下の住宅

3階建て以下の住宅

耐震診断の結果 評点が0.7未満

申請書

印鑑

対象者の要件が確認できる書類

見積書

耐震診断結果

耐震補強計画書

対
象
者
の
要
件

対
象
住
宅
の
要
件

申
請
に
必
要
な
書
類

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　○※

　○※

先着35棟

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

先着５戸

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

　○※

　○※

先着35棟募集数

補助金額

木造住宅耐震
補強事業補助金

木造住宅耐震
補強事業補助金

費用の2/3(最高25万円)
三重県型「耐震シェル
ター」は最高40万円

要件により異なる
(最高120万円)

要件により異なる
(最高120万円)

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

先着５戸

耐震シェルター
設置事業補助金

耐震シェルター
設置事業補助金

費用の2/3
(最高25万円)

世帯全員の所得の合計が
1カ月当たり31万３千円以下

は変更部分、●はいずれか1つに該当すること
※木造住宅耐震補強計画事業補助金を受けている場合、耐震診断結果および補強計
　画書は提出不要

災害に遭った場合に市税を減免

問い合わせ　防災室
　229－3104　　223－6247


